
 

 

公益財団法人三井物産貿易奨励会からの依頼に基づき、宿泊施設(アパート)への入居者の学内選考を実

施します。希望者は別紙募集要項をよく読んだ上で、2023年 1月 27日（金）までに学生支援課宿舎管理係

に必要書類を提出してください。 

 

１．応募資格 

本学の正規課程に在学中の外国人留学生で以下(1)～(4)を全て満たす者 

   (1)貿易及び国際経済の研究を行なう者 

(2)奨学金受給者は奨学金月額が 10万円未満の者 

(3)学業優秀で、且つ経済的援助を必要とする者 

(4)応募時に在留資格「留学」を有する者 

 

２．施設の提供を受ける条件等 

別紙「外国人留学生に対する宿泊施設の提供対象者 募集要項」参照 

                  

３．学内応募締切  

  2023年 1月 27日（金）必着 

 

４．応募方法および書類提出先（原則郵送） 

  入居希望者は、別紙募集要項記載の必要書類①～⑦をとりまとめのうえ、原則郵送にて受付期間内必

着で提出してください。提出された書類を元に学内選考を実施し、大学の推薦後は財団による選考（書

類・面接）が行われます。なお、提出された書類は返却いたしません。 

 

【郵送宛先】 〒186-8601 東京都国立市中 2-1  

一橋大学学務部学生支援課宿舎管理係 

（封筒表面左下に応募書類在中と朱書きしてください。） 

※窓口での受付時間：午前 8時 30分～午後 5時 15分（平日） 

 

５. 注意事項 

・本募集は貿易及び国際経済の研究を行なう学生を対象にしています。小論文は、貿易及び国際経済

の研究を行なっていることがわかるように記載してください。 

・大学から推薦を受けた後は、申請を辞退することはできません。 

・施設は単身用で、家族との同居はできません。 

・宿泊施設に入居できるのは 2023年 4月以降、原則 1年間です。 

・留年者は推薦できない可能性が高いです。応募にあたって予めご了承ください。 

 

６．問い合わせ先 

一橋大学 学務部 学生支援課 宿舎管理係  

〒186-8601 東京都国立市中 2-1 一橋大学 西キャンパス 本館 1階 

オフィスアワー：午前 8時 30分～午後 5時 15分（平日） 

TEL：042-580-8141  E-mail：dormitory@ad.hit-u.ac.jp   

公益財団法人三井物産貿易奨励会 

2023年 4月外国人留学生に対する宿泊施設(単身用)の提供について 
 



 

2022 年 12 月 20 日 
 

公益財団法人三井物産貿易奨励会 
外国人留学生に対する宿泊施設の提供対象者 募集要項 

 
公益財団法人三井物産貿易奨励会は、定款第４条第１号に定める「外国人留学生に対する 宿泊施設の提

供事業」の対象者（2023 年度分）を次の通り募集します。 
 
対象大学： 一橋大学 
募集人数： １名（2023 年度募集分） 
施設名称： エモシオン国立 １部屋（205 号室） 
支給期間： 原則 1 年間とする。 
   但し、宿泊施設提供申込時の大学に在学していることを条件とする。 
   また、当財団が特別な事情があるとして認めた場合を除く。 
費用負担： 当財団は施設賃借料を負担する他、水道光熱費、連絡交通費に対する補助として 

留学支援金（月額１万円）を支給する。但し、入退去に必要な引越費用、入居後の情報通信費、

退去時の原状回復費用等は入居者の負担とする。 
選定方法： 大学が行なう学内公募により、当財団選定基準を満たす者として選考され、 

当財団に申請のあった者の内、奨学金等選定委員の審査（書類審査及び面接）により適格と認

められた者を理事会の承認を経て決定する。 
 
1. 応募資格 

日本以外の国籍を有し、外国人留学生に広く門戸を開いて受け入れている日本の大学に在籍して貿易

及び国際経済の研究を行なう外国人留学生（学部または修士、博士課程の在籍者）の内、有為且つ成績

優秀者で宿泊施設の無償提供を必要とする者。 
2. 奨学金支給の申込に必要な書類 

大学は、学内公募を経て選考した宿泊施設提供申請者に関する次の書類を当財団に郵送 して申し込

むものとする。（2023 年 2 月 3 日締め切り） 
① 奨学金申込書（指定様式） 写真：上半身 5cm x 3.5cm を 2 枚添付 
② 学業成績書 
③ 大学の推薦状（本人の学業、人物、将来性についての所見を記した指導教官の親展書） 
④ 履歴書及び身上書（指定様式） 
⑤ 健康診断書 
⑥ 外国人登録証明書のコピー2 枚 
⑦ 小論文（指定様式） 

3. 注意事項 
宿泊施設提供期間中、毎月一回当財団事務所を訪問の上、修学状況を報告し、年一回学業報告書を提出

するものとする。病気その他の事由により、修学を継続する見込みがない場合、学業成績不良、素行不

良等の場合には、宿泊施設の提供（留学生支援金を  含む）を停止することがある。 
以上 

 


